
中山間地域等直接支払制度

農村振興課

農村・鳥獣対策担当

堺
テキスト ボックス

堺
テキスト ボックス
農　村　振　興　課



- 1 -

中山間地域等直接支払制度の概要

１ 目 的

中山間地域等直接支払制度は，国において制度化され，平坦地に比べ，傾斜があるこ

と等から生産費等が多くかかる中山間地域において，「5年間」農業生産活動や農地の

持つ多面的機能の増進活動を行う集落等に対し，農業生産条件の格差を補正するため，

農業生産活動を行う農地の面積に応じた交付金を支払う事業です。

この事業は平成12年度から始まり，「5年間」を１対策期間として実施しており，現

在は第3期対策（H22～H26）を実施しています。

２ 対象地域

(1)特定農山村法，山村振興法，過疎法等，地域振興８法指定地域（通常地域）

(2)知事が通常地域と同様の条件不利性があると認めて指定する地域（特認地域）

３ 対象農用地

農業振興地域の農用地区域内の，一定以上の勾配がある等の条件不利な農用地

４ 交付対象者

集落マスタープランに基づき，「5年間」農業生産活動や多面的機能の増進活動等を実

施することを定めた「集落協定」を市町村長と締結した農業者等

５交付単価（主なもの） （10aあたり）

地目 勾配の区分 体制整備単価 基礎単価

田 急傾斜（1/ 20以上） 21,000円 16,800円

緩傾斜（1/100以上） 8,000円 6,400円

畑 急傾斜（15°以上） 11,500円 9,200円

緩傾斜（ ８°以上） 3,500円 2,800円

◎負担割合 通常地域 国1/2，県1/4，市町村1/4

特認地域 国1/3，県1/3，市町村1/3

６ 基礎単価と体制整備単価

農業生産活動や農道・水路の保全などの基礎的な活動のみを行う集落には基礎単価（8

割単価），基礎的な活動に加え，地場産農産物の加工・販売等，意欲的な取組を実施す

る集落には体制整備単価（10割単価）と，2段階の単価設定が行われております。

体制整備単価の交付を受けるためには，農用地保全マップの作成・実践に加え，次の

Ａ，Ｂ，Ｃ，いずれかの要件を実施する必要があります。

Ａ要件：「地場産農産物の加工・販売」など，10項目から2つ以上を選択・実施

Ｂ要件：「集落を基礎とした営農組織の育成」，「担い手集積化」から1つ以上を選択・

実施

Ｃ要件：高齢化等により参加している農業者が，農業生産活動等の継続が困難となり，

農地が耕作放棄される恐れが生じた場合のサポート体制の整備
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平成２５年度実績の概要と平成２６年度の推進方針について

徳 島 県

１ 平成２５年度実績の概要

平成2５年度については，制度の周知を図るとともに，集落に対する実施の働き

かけ，集団サポート（Ｃ要件）の実施推進，集落連携加算の推進を図り，制度解説

や優良事例を紹介する冊子「取組辞典」の作成・配布などを行った。

その結果，平成２５年度の実績は，

集落協定数が54４（対２２年度比10１%），実施面積が3,4４４ha（対２２年度

比10２％），交付金額４０２,８７６千円（対２２年度比10２.５％）と，第３期対

策の当初の平成２２年度より増加した。

２ 平成２６年度の推進方針

平成2６年度については，第３期対策が最終年度にあるため，集落に対し農業生

産活動等の体制整備（Ａ要件）が達成されるように助言・指導を行う。

また第４期対策に向けた説明会を実施する。

３ 重点指導事項

（１）市町村等を対象とした制度説明会及び研修会を開催し，制度の周知徹底と適正

な運用について指導を行う。

（２）集落の現状に応じた，無理のない取組みを推進する。（世話人が高齢化した集

落や担い手が少ない集落においては，基礎単価（８割単価）を，元気な集落には

体制整備単価（１０割単価），特にＣ要件の取組み及び平成２５年度拡充分の「集

落連携促進加算」を推進する。）

（３）市町村が開催する集落説明会に出向き，「取組辞典」などを活用した上で，実

施を働きかける。

４ 事業実施計画

項 目 ２５年度実績 ２６年度計画

（事業費ベース）（事業費ベース）

交付面積 (ha) 3,4４４ 3,６00

交付額 (千円) ４０２,８７６ 4３０,900
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平成２５年度中山間地域等直接支払制度の実施状況（概要）

徳 島 県
１ 市町村数

交付市町村は１７市町村であった。

２ 協定数

平成２５年度の協定数は，５４４協定であった。

３ 交付面積

交付面積は，3期対策の当初である平成2２年度から６５ha増加し，3,4４４ha

となった。
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また，2５年度の交付農用地を地目別でみると，田が1,2４１ha（36%），

畑が2,２０２ha（6４%），採草放牧地が2ha（0.1%）であった。

傾斜別では，急傾斜が2,8５９ha(83%)，緩傾斜が5８６ha(1７%)であった｡

徳島県は，急傾斜が8３％を占め，そのうち果樹等の畑が多いのが特徴である。

全国平均は，急傾斜が５６％を占めて，田が多い。

※ 四捨五入を行っているため，計が合わない場合がある。

４ 交付金の交付額

協定面積の増加により，3期当初の平成2２年度と比較して９,４２３千円増加し，

４０２,８７６千円となった。
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５ 体制整備単価の取組状況

農業生産活動等の継続に向けた活動のうち，多く選択されている活動項目は，「協

定農用地の拡大」，「認定農業者の育成」，「新規就農者の確保」などであった。

Ａ要件及びＢ要件の実施状況

また，第3期対策から始まった集団的サポート型（Ｃ要件）を選択した集落は，

1６４協定であり，サポート体制としては，集落ぐるみで農地を守る協定が大多数

となった。

Ｃ要件の実施状況
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対象農用地総量 協定面積 交付金額 うち国費 うち県費 うち市町村費

国費＋県費

（㎡） （㎡） （円） （円） （円） （円）

徳 島 市 1,052,000 476,910 4,387,571 1,462,522 1,462,522 1,462,527 2,925,044

　 小松島市 1,006,149 705,727 7,836,185 2,612,059 2,612,059 2,612,067 5,224,118

徳　島 勝 浦 町 5,575,000 3,146,042 31,714,276 15,857,124 7,928,546 7,928,606 23,785,670

上 勝 町 2,055,100 1,812,809 23,397,068 11,698,511 5,849,238 5,849,319 17,547,749

佐那河内村 3,641,000 2,670,585 31,432,224 15,716,099 7,858,038 7,858,087 23,574,137

神 山 町 4,506,000 1,688,865 16,915,799 8,457,889 4,228,928 4,228,982 12,686,817

　 管 内 計 17,835,249 10,500,938 115,683,123 55,804,204 29,939,331 29,939,588 85,743,535

吉野川市 1,965,837 1,040,355 8,607,533 4,284,779 2,161,353 2,161,401 6,446,132

吉野川 阿波市 3,360,000 1,992,471 35,604,662 15,366,557 10,119,031 10,119,074 25,485,588

　 管 内 計 5,325,837 3,032,826 44,212,195 19,651,336 12,280,384 12,280,475 31,931,720

阿 南 市 1,180,280 1,180,280 20,796,392 10,398,187 5,199,082 5,199,123 15,597,269

阿　南 那 賀 町 5,787,599 4,755,781 56,518,645 28,259,251 14,129,556 14,129,838 42,388,807

　 管 内 計 6,967,879 5,936,061 77,315,037 38,657,438 19,328,638 19,328,961 57,986,076

牟 岐 町 997,605 997,605 16,498,809 8,249,404 4,124,698 4,124,707 12,374,102

美　波 美 波 町 1,512,572 1,512,572 21,062,467 10,531,223 5,265,599 5,265,645 15,796,822

海 陽 町 536,157 536,157 6,549,386 3,274,684 1,637,335 1,637,367 4,912,019

　 管 内 計 3,046,334 3,046,334 44,110,662 22,055,311 11,027,632 11,027,719 33,082,943

美馬市 6,272,700 3,343,441 35,613,303 17,806,628 8,903,290 8,903,385 26,709,918

美　馬 つるぎ町 4,602,300 3,839,524 36,757,018 18,378,492 9,189,225 9,189,301 27,567,717

　 管 内 計 10,875,000 7,182,965 72,370,321 36,185,120 18,092,515 18,092,686 54,277,635

三 好 市 10,847,860 3,202,943 34,898,633 17,449,297 8,724,628 8,724,708 26,173,925

三　好 東みよし町 2,663,450 1,541,790 14,286,126 7,143,047 3,571,508 3,571,571 10,714,555

　 管 内 計 13,511,310 4,744,733 49,184,759 24,592,344 12,296,136 12,296,279 36,888,480

57,561,609 34,443,857 402,876,097 196,945,753 102,964,636 102,965,708 299,910,389
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第３期対策最終評価（平成２２年度～２６年度）

１【事項ごとの評価結果】

（１）集落マスタープランに定めた取り組むべき事項

農業生産活動や地域の実情に即した持続的な農業生産活動等の体制整備の方向

性を明確にすることで，協定参加者の意識付けができ，段階的に目標を設定する

ことにより集落での点検や達成状況の把握ができることは，有効であった。

（２）農業生産活動等として取り組むべき事項 （基礎活動）

農用地への鳥獣被害防止の柵，ネット等の設置，農道等の維持管理を行うこと

により，耕作放棄の防止につながり，営農の継続に有効であった。

（３）農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項（より前向きな活動）

農用地の適正な保全体制の整備につながり，集落ぐるみで取り組むことで耕作

放棄の防止につながった。

○Ａ要件 ・協定農用地の拡大（203ha）

・機械，農作業の共同化への取組（23ha）

・認定農業者の育成（34人）

○Ｃ要件 ・集団的サポート体制（164集落）

（４）加算措置

「小規模・高齢化加算」(吉野川市３集落),「集落連携促進加算」(勝浦町１集落）

により高齢化の進んだ集落内の農用地を取り込むことができるようになり，高齢

者にとって困難な農用地の管理を集落で引き受けるようになった。

（５）団地要件の緩和（飛び地関係）

団地要件の緩和により協定に取り組んだ団地が１５あり、高齢化により協定参

加者が減少している中，協定参加者の営農継続に有効であった。

２【総合評価結果】

当制度は，中山間地域が多く占める当県では，農業生産活動を支える非常に重要な

施策であり，耕作放棄地の発生を防止し，農地の適正な保全，地域の活性化につなが

る効果があった。

今後，中山間地域で農業生産活動を維持し，耕作放棄地の発生の防止するためには，

引き続き当制度を継続していかなければならないが，高齢化が進む集落は，「５年間

の継続活動」や「集落全体での交付金の遡及返還」などに不安があり，今後は，地域

の実情に沿い，弾力的な運用ができる制度にする必要がある。
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３【評価区分】

Ｂ （おおむね評価できる） ＊Ａ～Ｇまで７段階評価

４【第１期対策から第３期対策までの効果】

（１）中山間地域等直接支払制度で最も効果あったもの

・耕作放棄の防止

・水路・農道の維持管理

・多面的機能の増進

（２） 集落協定前と比べて集落が変わったもの

・集落内の話し合いの回数の増加

（話しあいの機会が増え，共同での活動により集落の活性化が図られた）

・集落内の共同取組活動の活発化

（協働意識の向上につながった）

・鳥獣害対策の推進

（柵，ネット等の設置により，営農意識が増した。）

（３）今後，適切な農業生産活動が継続的に行われるための課題・対策

・高齢化の進行

（担い手への農地集積を進める必要がある）

・担い手の不在

（担い手及び集落リーダーの育成）

・リーダーの不在

（高齢化によりリーダー不在となり，協定が継続できない集落が増えること

が予想されていることから，広域事務組織への支援などリーダーの負担軽

減が必要）




